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流山市民間事業者等との包括連携協定に関する要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、市が事業者等と締結する包括連携協定について

必要な事項を定めることにより、市と事業者等が、それぞれ保有す

る経営資源を複数の施策において活用することで、連携・協働によ

る地域の課題解決を図り、地域社会の発展や市民サービスの向上等

に資することを目的とする。  

【解説】  

 目的について規定しています。  

 本要綱は、流山市における地域活性化や市民サービスの向上に資する

ことを目的とした包括連携協定に関して必要な事項を定めるものです。  

市が実施する施策・事業に対して、市と事業者が連携・協働して地域

の課題解決を図るものとしています。  

 

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

（１）事業者等  本市内において店舗、工場、事業場、営業所等を有

しており、かつ、事業活動を行う企業、法人その他の団体であっ

て国及び地方公共団体以外の団体をいう。  

（２）包括連携協定  市総合計画基本計画の施策に係る３つ以上の連

携事項及び連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び

事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。  

（３）連携事項  包括連携協定に定めるもので、市と事業者等が連携・

協働により実施する連携事業を体系化したものをいう。  

（４）連携事業  地域の課題解決に向けて事業者等が自らの申出によ

り行う反対給付 1を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これら

に類する行為（実費相当の費用負担を伴うものを含む。）をいう。 

【解説】  

 本要綱で使用する用語の定義を定めています。  

                         
1
反 対 給 付：売 買 な ど の 双 務 契 約 で 、一 方 の 給 付 に 対 し て 対 価 の 意 味 を も つ 他 方 の 給 付 の こ

と を い う 。 例 え ば 、 売 り 主 の 目 的 物 の 給 付 に 対 す る 買 い 主 の 代 金 支 払 い の 給 付 な ど 。  
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【第１号】  

 本要綱における「事業者等」とは流山市内に店舗、工場、事業場、営

業所等を有していること、また、流山市内において事業活動を行う企業、

法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいいます。  

事業者等は単体、複数を問いません。ただし、個人は対象となりませ

ん。  

【第２号】  

 包括連携協定は、市総合計画基本計画の施策に係る３つ以上の連携事

項及び連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双

方の合意の上で締結する協定をいいます。  

 なお、３つ以上の連携事項の中に「その他」は含みません。  

【第３号】  

 本要綱における「連携事項」とは包括連携協定に定めるもので、市と

事業者等が連携・協働により実施する事業を体系化したものをいいます。 

 包括連携協定書において、「○○に関すること」「△△に関すること」

「□□に関すること」のように明記します。  

【第４号】  

本要綱における「連携事業」とは地域の課題解決に向けて事業者等が

自らの申出により行う反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その

他これらに類する行為（実費相当の費用負担を伴うものを含む。）をいい

ます。包括連携協定を締結する前と締結した後で定義が変わるものでは

ありません。  

また、役務の提供等について、事業者等が自ら申出ることを前提とし

ており、一方の要求により役務の提供等を強要することはできません。  

 

（事業者等及び連携事業の基準）  

第３条  包括連携協定の対象とする事業者等及び連携事業の基準は次

のとおりとする。  

（１）事業者等又はその事業者等が実施する事業活動が次の各号のい

ずれにも該当しないこと。  

ア  法令等に違反している又はこれに類するもの  

イ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２
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３年法律第１２２号）第２条に規定する営業に該当するもの又

はこれに類するもの  

ウ  ギャンブルに係るもの（公共的団体が実施するものを除く。） 

エ  法律に定めのない医療類似行為に係るもの  

オ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同法同条第６

号に規定する暴力団員、流山市暴力団排除条例（平成２４年条

例第２５号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は同条例第

９条第１項に規定する暴力団密接関係者の関与が認められるも

の  

カ  人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの  

キ  その他包括連携協定の対象としてふさわしくないもの  

（２）連携事業が次の各号のいずれにも該当しないこと。  

ア  事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの  

イ  特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

条に規定する公職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとす

る者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対することを目的としないもの  

ウ  法令等で製造若しくは提供等が禁止されている又は法令等に

基づく許可等を受けていない役務若しくは商品を提供するもの  

エ  非科 学的な も の若しく は迷信 に 類するも ので利 用 者を惑わ

せ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの  

オ  民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの  

カ  その他連携事業としてふさわしくないもの  

（３）すでに市と２つ以上の連携事項で連携事業を実施している事業

者等であること。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでな

い。  

【解説】  

 包括連携協定の基準を定めています。  

【第１号】  

 事業者等又はその事業者等が実施する事業活動の基準について定めて

います。  
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【第２号】  

連携事業の基準について定めています。  

【第３号】  

事業者等の基準として連携事業の実績を必要としています。しかしな

がら、実績がない場合であっても、様々な事情を考慮して包括連携協定

を締結できることとしています。  

 

（連携事業の提案）  

第４条  包括連携協定の提案は、連携事業が新規で提案される内容で

あって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に受け付けるも

のとする。  

（１）市が既に実施している施策・事業のうち、事業者等との連携が

可能な事業  

（２）事業者等が地域の課題解決を目的として実施する事業活動で、

市が事業者等との連携により実施可能な事業  

（３）その他、事業者等が自らの申出により実施する事業活動で、市

が事業者等との連携により実施可能な事業  

２  前項の規定により提案を受け付けたときは、連携事業の内容等に

ついて締結協議を行うものとする。  

【解説】  

 包括連携協定を事業者から提案される場合の基準を定めています。「新

規で」とは、１つの事業者からの提案が同じことでないことを意味しま

す。  

 つまり、同一事業者からの提案が複数回に及んだ場合、以前受け付け

た提案と内容が同様であれば提案を受け付けないことが可能です。  

 受け付けた後は、協定締結に向けた協議を進めることになります。  

 

（包括連携協定の締結）  

第５条  市及び事業者等は、締結協議が整ったときは、連携事項、協

定の条件、有効期間及びその他必要な事項を明記した書面（以下「包

括連携協定書」という。）を作成し、包括連携協定を締結するものと

する。  
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２  包括連携協定は、法令、条例、規則、この要綱を除く市が定める

要綱に基づく手続には影響を与えないものとする。  

【解説】  

【第１項】  

 包括連携協定の締結について、必要事項を明記した書面で取り交わす

ことを定めています。  

【第２項】  

 包括連携協定は、法令、条例、規則、この要綱を除く市が定める要綱

に基づく手続には影響を与えないものとしています。例えば、「流山市章

の使用に関する規則」や「流山市後援に関する規則」では市章の使用や

市の名義の使用に際して申出や申請を必要としていますが、包括連携協

定を締結したことを理由として申出や申請を省略することはできません。 

 

（締結の公表）  

第６条  市長は、包括連携協定を締結した場合には、記者会見、ホー

ムページへの掲載その他適切な方法により、速やかに当該包括連携

協定の内容を公表するものとする。  

【解説】  

 締結した包括連携協定は、公表することを定めています。  

 公表の方法は１つに限ることはなく、複数の方法を使用することも可

能です。  

 また、事業者等においても、公表することが可能です。  

 

（包括連携協定の有効期間）  

第７条  包括連携協定の有効期間は、当該包括連携協定を締結した日

の翌日から起算して３回目の３月３１日までとする。  

２  有効期間満了の１か月前までに市又は事業者等から申し出がない

場合には、有効期間を３年間延長するものとし、以後も同様に延長

するものとする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合

には、この限りではない。  

【解説】  

 協定を締結した際の最初の有効期間は、締結日の翌日から起算して３
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回目の３月３１日までとなり、市及び事業者等の両者から特段の申し出

がなければ３年間延長します。  

 逆に、特別の事情があったときは、延長の期間を短くする、延長しな

いなどの選択肢も考えられます。  

 有効期間を３年以内とした理由は、協定締結後に市と事業者等が連携

事業の実施に向けた協議を開始した場合に、連携事業の内容等によって

協議及び連携事業の実施が複数年に跨る可能性が考えられること、また、

１年では連携による効果がわかりにくいものがあることなどが挙げられ

ます。  

 

（包括連携協定の解除等）  

第８条  市は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該事業者等の申し出た連携事業について、締結協議を中止し、又

は包括連携協定を解除することができる。  

（１）第３条第１号又は第２号に掲げる基準のいずれかに該当しなく

なったとき。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

第２項の規定に基づき、市の入札に参加できない団体に該当した

とき。  

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定に基づき、市から公の施設の指定管理者に係る業務の全

部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部

を停止されたとき。  

（４）法人税、消費税、地方消費税又は市税を滞納したとき。  

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）その他

倒産等に関する法律に基づく手続の申立てがなされたとき。  

（６）包括連携協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認

可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。 

（７）市及び事業者等の双方の協議により、包括連携協定の継続の意

向のないことが明らかになったとき。  

（８）その他市長が特に必要と認めるとき。  
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２  市又は事業者等は、天災その他不可抗力の発生などのいずれの責

めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合

には、当該協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業

が天災その他不可抗力時の実施を目的とする場合を除く。  

【解説】  

 包括連携協定を解除できる事由を定めています。なお、事業者等が複

数であった場合、そのうちの１事業者等が解除事由に該当したときは当

該協定そのものが解除することができることになります。これは、協定

が締結に合意した全員で成り立っているためです。  

ただし、解除事由に該当した当該事業者等を除く者と新たに協定を締

結することは妨げないものとします。  

【第１項】  

【第７号】  

 協定締結に合意した者のうち１者でも継続の意向が確認できなければ、

協定を解除することができます。  

 

（連携の把握等）  

第９条  市は、包括連携協定に基づいて実施した連携事業に係る次の

各号に掲げる事項について把握するものとする。  

（１）事業名  

（２）事業実施期間  

（３）事業目的及び事業内容  

（４）前各号に掲げるもののほか、連携の実態を把握するために必要

な事項  

２  市は、次の各号に掲げる期間内に連携事業実績がない事業者等に

対し、包括連携協定の継続について協議の場を設けることができる。 

（１）包括連携協定を締結した際は、当該有効期間が満了するまでの

期間とする。  

（２）第７条第２項に基づき有効期間が延長された場合は、５年度と

する。  

【解説】  

【第１項】  



-8- 

 

 包括連携協定に基づいて実施した連携事業の把握について定めていま

す。事業の把握に当たっては、担当課と事業者等が協議、確認すること

とします。その結果を包括連携協定の担当において庁内照会を行うなど

して把握し、市と事業者等が同一の内容を共有するようにします。  

 なお、各連携事業の事業評価については、各連携事業を実施した担当

課で行うこととします。  

【第２項】  

 この条項は包括連携協定が形骸化することがないよう定めたものです。

包括連携協定に基づいて実施した連携事業を把握する中で、各号に定め

る期間内に実績がない場合には、包括連携協定を継続するかどうかの協

議をすることができます。  

 仮に各号に定める期間内に連携事業実績がない場合でも、本市として

事業者等が提案する事業を連携して実施する意向があれば、協定を継続

することができます。  

【第２号】  

 有効期間を延長した場合において「５年度」としたのは次のとおりで

す。協定の有効期間は第７条各号において、１度の期間延長を経ること

で計６年度の有効期間が確保されます。連携事業の実績がなく、５年度

が経過した時点で協議することができれば、残りの１年間で何かしらの

検討が可能であると考えたからです。  

協議の中で協定締結に合意した者のうち１者でも継続の意向が確認さ

れない場合は、第８条第１項第７号の規定により協定を解除することが

できます。  
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（協議）  

第１０条  この要綱及び包括連携協定書に定めのない事項又はそれら

の内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者等は、信義誠実の

原則にのっとり、関係法令に基づいて双方協議の上、これを処理す

るものとする。  

【解説】  

 本要綱及び包括連携協定書に定めのない事項に関する協議について定

めています。  

 

（補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、協定について必要な事項は

別に定める。  

【解説】  

 本要綱の規定のほか共通で必要な事項については、別に定めることと

します。  

パターンＥ

定められた期間内に連携事業実績がない場合の対応パターン

パターンＡ

パターンＢ

パターンＣ

パターンＤ

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

協定有効期間（初回） 協定有効期間（２回目）

７年度 ８年度 ９年度

協定有効期間（３回目）

連携実績なし（５年度） 連携事業実施

連携実績なし連携実績なし（５年度）

（第９条第２項）

協定の継続

について協議

（第７条第２項）

有効期間の

延長が可能

（第９条第２項）

協定の継続

について協議

（第８条第１項）

協定の解除

が可能

連携事業実施 連携実績なし（５年度） 連携実績なし

（第９条第２項）

協定の継続

について協議

（第８条第１項）

協定の解除

が可能

連携事業実施 連携実績なし（５年度）

（第９条第２項）

協定の継続

について協議

（第８条第１項）

協定の解除

が可能

（第５条）

協定の締結

10年度 11年度 12年度

連携事業実施

連携事業実施

連携実績なし（３年度）

（第９条第２項）

協定の継続

について協議

（第８条第１項）

協定の解除

が可能

協定有効期間（４回目以降）
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附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和３年９月１０日から施行する。  

 （適用）  

２  この要綱の施行の日前にすでに締結した包括連携協定は、現在進

行中の協定の有効期間が満了し、新たな有効期間が始まるときから

この要綱を適用する。  

【解説】  

【第１項】  

 本要綱の施行日です。当初起案の決裁日以降の日付です。  

【第２項】  

 本要綱の施行日よりも前に締結した包括連携協定に対する本要綱の適

用について定めています。  

 


